
問い合わせ：下関市建設部住宅政策課
　℡：083-231-1941

司法書士が相続登記や相続
人についての相談に応じま
す。

建築士がお住まいの住宅の
耐震診断を実施したり、助
言を行います。

宅地建物取引士が空き家に
関する様々な相談に応じま
す。

開催日：令和７年８月２３日（土）
時間：１３：００～１６：００
場所：生涯学習プラザ　宙のホール（下関市細江町３丁目１番１号）

空き家相談 耐震相談 相続関係相談

誰でも参加できます！是非お立ち寄りください！

※そのほか、住宅に関する各種補助制度についてご案内いたします。
（一部、募集を終了しているものもございます。ご了承ください。）
※相談時間は、１件につき３０分程度でお願いします。


